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チャイルドシート 

７４．５％ 

 
運転席 
９９．１％ 

 

 
助手席 
９６．９％ 

後部座席 
４２．９％ 

（６歳未満全体） 

202２年シートベルト着用状況調査結果(一般道路) 

警察庁/日本自動車連盟（JAF）調査 三重県の運転席着用率 

（２０２２年 一般道路） 

９７．６％ 
 

一般道路では、後部シートベルトを着け
なくても点数がつかないから違反じゃ
ないんでしょ？ 

シートベルトは正しく着用することで、事故にあった
際の被害を大幅に軽減できます。 
下の項目をチェックして正しく着用しましょう。 

① シートに深く腰掛け、体を斜めにせず 

正しい姿勢。 

② 肩ベルトは首にかからない。 

また、肩ベルトがたるんでいない。 

③ 腰ベルトは骨盤を巻くように 

しっかり締める 

④ ベルトがねじれていない。 

⑤ バックルの金具は確実に差し込む。 

① ｃ

② 

③ 

④ 

⑤ 
カチッ 

 シートベルトは、交通事故に遇った場合の被害を大幅に軽減するなどの効果があります。しかし、着用率を

みると後部座席の着用率は、前席に比べ低い状況です。シートベルトは全席着用が義務付けられています。 

自動車に乗ったら後部座席を含む全ての座席でシートベルトを正しく着用しましょう。 

 

 

全国ワースト１ 

小さな子どもはチャイルドシート 

違います!! 
シートベルトの着用は全ての道路で 
義務化されています！！ 

シートベルトの正しい着用方法 

※警察庁Ｗebサイトより 

後部座席シートベルト着用・非着用別致死率 

すさまじい力で前席や天井、
ドア等にたたきつけられます。 

堅いアスファルトに体を
ぶつけ、後続車に轢かれ
ることがあります。 

前席の人がシートとエアバッグ
に挟まれ、頭に大けがをするこ
とがあります。 

車内で全身強打 

前席の人が 

被害を受ける 

 

車外に放出 

後部座席シートベルト非着用による危険 

一般道路、高速道路に関わらず後部座席シートベルト着用は、

道路交通法第 71 条の３で義務化されています。運転中にシート

ベルトを着用していなかった場合、「座席ベルト装着義務違反」と

なります。（病気などやむを得ない理由がある場合を除く。） 

 

約１５．４倍 
約３．６倍 

大人用シートベルトは身長 140 ㎝以上を対象に設計
されています。身長１４０㎝未満の場合では、ベルトが
首やお腹に引っかかってしまい、かえって危険なこと
もあります。 
子どもの成長に合わせて、チャイルドシートを取り付
け、適応身長までは学童用シート（ジュニアシート）等
を使用するようにしましょう。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県交通安全研修センター 
セーフティプラザみえ 

◇ 開館時間  午前９：３０～午後４：３０  ☆ご利用には予約が必要です☆ 

 ◇ 休 館 日  土曜・日曜・祝日・年末年始（１２/２９～１/３） 

＜ 所在地 ＞ 津市垂水２５６６ 三重県運転免許センター４階 

 ＜ＴＥＬ＞ ０５９－２２４－７７２１  ＜ＦＡＸ＞ ０５９－２２４－７６４１ 

ホームページ http://www.safetyplaza-mie.com 

各種団体研修への参加をお待ちしています!! 

飲んだら 

運転しない！ 
飲んだ人に 

車を貸さない！ 

運転する人に 

飲ませない！ 

飲んだ人に 

運転させない！ 

車を貸した人は、5年（3年）以下の懲役 
または、１００万円（５０万円）以下の罰金 

（ ）内は酒気帯び運転の場合 

同乗した人は、３年（２年）以下の懲役 
または、５０万円（３０万円）以下の罰金 

（ ）内は酒気帯び運転の場合 

酒類を飲ませた人は、３年（２年）以下の懲役 
または、５０万円（３０万円）以下の罰金 

（ ）内は酒気帯び運転の場合 

酒酔い運転 
    ５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 
酒気帯び運転 
    3年以下の懲役又は５０万円以下の罰金 

事業所では、安全運転管理者の業務として、 

「アルコール検知器を使用した」酒気帯びの有無の確認が義務化されます。 

～親子交通安全研修～ ～自転車指導者研修会～ ～特定小型原付研修～ 

三重県交通安全研修センターでは、幼児から高齢者まで対象者別カリキュラムを基に、交通安全研修を行っています。

また特別研修として、【親子で学ぶ交通安全研修】や【特定小型原付(電動キックボード)】等の研修も行っています。 

交通事故から身を守る知識を「参加・体験・実践」型の研修で習得してみませんか。 

 

 

・・・2023年 12月 1日から施行・・・ 

 ※自動車の使用者（事業主）は、一定台数以上の自動車を所有している企業に対して安全運転管理者を選任する義務があります。 

 飲酒運転は重大な犯罪で、厳しい処罰を受けることになりますが、いまだに飲酒運転はなくなりません。 

飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという意識を持ち、飲酒運転の根絶をめざしましょう！！ 

飛び出しによる危険や、道路の安全な
歩き方、自転車ヘルメットの正しいかぶ
り方等を親子で学びました。 

小・中学校等の先生を対象に、自転車に
関する実技、トラックの死角や巻き込み
等の研修や特定小型原付の特性につい
て乗車体験しました。 


